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�3歳未満児や住民税
非課税世帯の方は、
医療費の自己負担分
を助成。ただし、初
診時一部負担金の医
科580円・歯科510円、
柔道整復270円（乳幼
児医療は除く）は自己
負担になります。
�上記以外の方は、1
割自己負担。（月額上
限以内）
※月額上限
入院　40,200円
通院　12,000円

�健康保険証と印鑑
�身体障害者手帳ま
たは、療育手帳

①身体障害者手帳1・2級の方と３級（心臓・
じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の
障がい、または人免疫不全ウイルスにより
免疫機能に障がいがある）の方。
②療育手帳「Ａ」判定の方。③精神科医か
ら「重度知的障がい者」と診断された方。

ａ重度心身障がい者

医療費助成

�健康保険証と印鑑
�児童扶養手当証書
または、戸籍謄本

①父（母）がいない（行方不明等も含む）、
または父（母）が重度心身障がい者などの
家庭の母（父）と20歳未満の子。
②両親のいない子。
※対象者は２０歳未満の子と母（父）。（１８歳
以上の子は在学証明書など、扶養されてい
る旨の証明が必要）※子は入院と通院、母
（父）は入院のみが助成対象。

ｂひとり親家庭等

医療費助成

子どもの名前が記載
された健康保険証と
印鑑

入院・通院ともに小学校就学前までの児童
が対象。(平成13年4月1日以降に生まれた
児童の保護者には所得制限があります。）

ｃ乳幼児医療費助成

������
��������

�� ��
町では、次の医療費の助成を行っています。
該当する方は、お問い合わせください。

※上記の制度には所得による制限あり。（ｂは母（父）および、児童が受ける「養育費」の8割も所得金額に加算。）

※平成18年1月1日時点で当別町に住民登録のない方は、「平成18年度所得・課税証明書」も手続きに必要。

※受給者証をお持ちの方で、次の場合は必ず届け出をしてください。

①健康保険証が変更になったとき　②他市町村に転出するとき　③転居したとき
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ａ・ｂ．福祉課福祉係（「ゆとろ」内・�23－3019）

ｃ．乳幼児医療費助成制度　子育て推進課子ども係（「ゆとろ」内・�23－3024）

�������　毎月第2・第4木曜日19時30分まで

����　納税課納税係（�23－2341）

　手続きは、納付書、預金口座振替依頼書（郵

便局は自動払込利用申込書）預金通帳に届けて

ある印鑑を持参のうえ金融機関の窓口に申し

出るだけで結構です。

　預金口座振替依頼書は、各金融機関・郵便局

に備えられています。
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　税の口座振替を始めたいのですが、

どのような手続きが必要なのですか？
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　今年4月から、児童手当の支給対象年齢が小学校6年

生まで拡大されました。

　今回の制度改正で新たに対象となった小学校5・6年

生のお子さんに対する児童手当を以下のとおり支給致

します。まだ手続きがお済みでない方はお早めに申請

書を提出してください。
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4～5月分8月7日（月）4月1日～7月15日
4～9月分10月6日（金）7月16日～9月15日
4～9月分11月7日（火）9月16日～9月30日

　なお、既に申請をしている方は、新たに申請書を提

出する必要はありません。

����　子育て推進課子ども係（�23－3024）
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　所得の減少などで保険料の納付が困難な場合、保険料の減
免申請ができます。(右表参照)
　※１７年度減免の方も、制度が適用となる場合には申請が必
　　要です。
▼�����　世帯全員の前年収入及び預貯金額がわかるも
の、健康保険証
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 世帯全員が町民税非課税。

 前年収入合計が単身世帯で１２０万円以下。
 ２人世帯で１６０万円以下（以降１人ごと５０万円加算）

 世帯全員の預貯金の合計額が３５０万円以下。

 別世帯の市町村民税課税者に扶養されていない。
（税・健康保険）

 世帯全員が居住用以外に不動産を所有していない。
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　６５歳以上の方が納める
介護保険料は平成１８年度
より６段階となりました。
　納付方法は特別徴収と
普通徴収があります。
（自分では選べません。）
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※今年から特別徴収になる方は、１０月より天引きが始まります。９月分までは納付書で納付してください。
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�����　６月１７日（土）～１０月１５日（日）
��������	
�　役場企画課・対象市町村公共施設など
����　札幌市中央区北１条西１丁目　明治安田生命札幌北一条西ビル３Ｆ　
　札幌広域圏組合事務局（�011－290－1313　ＵＲＬ  http://www.kouiki.chuo.sapporo.jp）
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���　7月21日（金）17時～

���　白樺コミセン（白樺町）

����江別募集事務所

　　　　（�011－383－8955）
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　国民年金には、経済的理由で保険料を納めることが

困難な場合に、申請による保険料免除制度がありま

す。　７月から、従来からの全額免除及び半額免除（２分

の１免除）に加え、４分の１免除、及び４分の３免除の新し

い段階が加わります。

　いずれの段階に該当するかは、前年所得により基準

が定められており、被保険者（申請者本人）、被保険者

の配偶者及び世帯主の前年所得が、いずれも免除基準

額を下回る場合に免除が承認されます。

　また、申請者本人の離職により免除基準に該当する

場合であっても、配偶者か世帯主のどちらか一人でも

前年所得が基準額を上回る場合には免除に該当しませ

ん。保険料の免除を受けた期間は、全額納付した時に

比べ、受け取る年金額が少なくなります。これらの期

間の保険料は、10年以内であれば、追納できます。

　免除の承認期間は、７月から翌年６月迄になってい

て、申請手続きは役場国保年金係になります。
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・国保税は、世帯の所得割、資産割、均等割、平等割

で計算し、限度額は、医療分で５３万円、介護分で８万円

となります。税率は昨年と同様です。

・４０歳から６４歳までの方は、介護保険料を国保税とと

もに納めていただきます。

・７月２日以降に４０歳の誕生日を迎える方の介護保険料

は、追加分として、８月以降に納付書を郵送します。
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　長期の疾病や事業の休廃止等特別の事情があるとき

は、国保税の納付についてご相談ください。

　納付方法について、一緒に考えていきます。

����　住民生活課国保年金係（�23－2467）
��������	
　7月12日（水）・26日（水）

　役場1階 住民生活課国保年金係

��������	
��札幌北社会保険事務所）

　日時　７月20日(木)10時～15時　場所　商工会館
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　16～69歳までの健康な方なら

どなたでも。

�日時　7月20日（木）14時～16時

�場所　ラルズストア（樺戸町）
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　「当別幸町土地区画整理事業」の

事業区域が「5.4ha」から「5.7ha」

に変更となりました。

��������	5月30日

�����　当別都市計画事業

当別幸町土地区画整理事業

�������　当別町

�������　

平成21年3月31日まで

���　都市計画課区画整理係

(�23－3198）
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　「情報公開制度」は、皆さんの知

る権利を、「個人情報保護制度」

は、町が保有する個人情報の開

示、訂正などを請求する権利を保

障しています。

▼���　総務課総務係（�23－

2330）
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�����　満60歳までの保健師

の資格を有する方

�����　2名

�����　10月1日から平成19

年3月31日まで

�����　①週29時間以内

②週１４時間３０分以内　（各1名　始

業８時４５分、終業17時15分）　

����　町総合保健福祉セン

ター「ゆとろ」

�����　健康相談など

���　①月額170,700円、②月額

85,350円

�����　履歴書・免許書の写

し・本人の住民票

�����　8月25日（金）まで

������　住民生活課国保年

金係（�23－2467）


